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Ⅰ 制度の概要について 
 

１ 概要           
 
姫路市が支給決定を行っているグループホーム・ケアホーム入居者が負担する家賃から 1 万円 

を控除した額の２分の１を助成します。 

 

 

 

 

 

 

２ 対象者 
 
障害福祉サービスの利用者負担上限月額が非課税所得者に該当する者 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

３ 助成金（月額） 
 
当該利用者が支払う１月の家賃相当額から 1 万円を控除した額の半分（但し、15,000円が上限） 

 

 

 

 

 

 

  

   【例１】 家賃が月額３０，０００円の場合 
 

           （３０，０００―１０，０００） × １／２ ＝ １０，０００ 
 

           上限１５，０００円に達していないので、助成金は１０，０００円 

 

 

     【例２】 家賃が月額４０，０００円の場合 
 

           （４０，０００－１０，０００） × １／２ ＝ １５，０００ 
 

           上限１５，０００円と同額なので、助成金は１５，０００円 

 

 

     【例３】 家賃が月額４２，０００円の場合 
 

           （４２，０００－１０，０００） × １／２ ＝ １６，０００ 
 

           上限１５，０００円を超えているので、助成金は１５，０００円 
 

 

      注１） 利用者が月途中の入退居等により１月の家賃相当額を現に支払わないときは、実際に支払った額か

ら１万円を控除した額の２分の１の額とします。 

注２） ２分の１の額に１円未満の端数が生じたときは、１円未満の端数金額を切り捨てた額を助成金の額 

とします。 

 

  

 

 

※生活保護受給者は対象外です。 

※利用者負担上限月額の金額で考えると、上限月額が０円で生活保護受給者以外の利用

者が対象となります。 

☛ Point 

 

福祉ホーム利用者は対象となりません。 

☛ Point 

 

※家賃相当額には、敷金、礼金、光熱水費、共益費、食材料費その他の費用は含みません。 

※1 円未満の端数は切り捨てとなります。 

 

☛ Point 
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４ 助成金の手続きについて 
 

    まず、新規申請を行っていただく必要があります。支給決定後は、利用者本人が請求申請し助

成金を受領する方法と事業者が利用者から委任を受け代理受領する方法があります。 

注1） 申請書不備は却下となります。 

注2） 助成金の支払いは、年度（3月分～翌年の 2月分まで）をまたぎませんので当該年度は

当該会計年度中に請求してください。 
     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 助成金に係る手続き 
 

1 新規申請 
 

  姫路市グループホーム家賃助成制度を利用する場合、新規申請を行う必要があるので、必要書

類を提出してください。 

 

（1）提出書類 

 グループホーム家賃助成金交付申請書（様式第１号） 

 受給者証事業所記入欄（１０面）の写し 

 契約書（重要事項説明書）等家賃額が分かるもの（家賃額、本人契約記載部分） 

 申請書を提出する方（窓口へ来られた方）の本人確認書類（障害者手帳、健康保険証等）の写し 

  

 （2）制度対象期間 

   原則、申請を行った日の属する月からグループホームを退去した日の属する月までの期間。 

     ただし、入居した日から起算して 30 日以内に申請を行ったときは、グループホームへ入居した日の

属する月からとなります。 

 

【例１】 

４月１日入居、４月３０日申請 ⇒ ３０日以内のため４月から対象 

 

【例２】 

４月１日入居、５月 ５日申請 ⇒ ３０日を超えるため、５月から対象（４月は実費） 
  

 （3）通知書送付 

    申請書審査後、支給の可否通知を送付します。 

 

２ 請求申請 

  支給決定後、毎月家賃助成の請求申請を行う必要があります。 

請求方法は本人受領（利用者実費負担後、本人口座へ振込）または事業所代理受領（利用者が事

業所に助成額を差し引いた額を支払い、事業所口座へ振込）の２種類あります。 

 

（1） 提出書類 

本人受領の場合 

 グループホーム家賃助成金請求書（様式第３号） 

 領収書の写し 

 申請者の本人確認書類（障害者手帳、健康保険証等）の写し 

 

 
 
 申請手続きについては、利用者による申請又は事業者による代理受領に係

わらず、事業者でとりまとめをお願いいたします。 

※ お願い ※ 
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事業所受領の場合 

 グループホーム家賃助成金請求書兼代理受領委任状（様式第４号） 

 領収書の写し 

 請求者の本人確認書類（障害者手帳、健康保険証等）の写し 

 

（2）提出期限 

毎月１０日〆（土日祝日の場合前営業日）とし、毎月末日までに支払います。 

※提出方法は郵送でも可 

 

    【例１】 ４月分家賃を４月３０日に支払い、５月 ８日に提出の場合 

→５月末日に支払う。（１０日までに提出があったため） 

 

【例２】 ４月分家賃を４月３０日に支払い、５月１２日に提出の場合 

→６月末日に支払う。（１０日を過ぎて提出があったため） 

 

【例３】 ４月分家賃を３月３０日に支払い、４月 ８日に提出の場合 

→５月末日に支払う。（利用が行われたことを確認するため） 
 

  （3）領収書について 
 

助成金を請求する際、請求書には、利用者が事業者に家賃を支払ったことが確認できる領

収書を添付する必要があります。 
 

領収書の発行にあたっては、以下の点に留意してください。 
 
ア 「○○年△月分の家賃」ということを明記すること。 

 
イ 家賃とそれ以外の費用の領収書を一つにして発行する場合には、家賃の額が明確に分か

る記載とすること。 
 

〔例〕「家賃○○円、特別給付費○○円、光熱水費△△円、食材料費○○円・・・・」 
 
ウ ア、イに加え、受領委任払となる利用者の領収書については、「軽減前の家賃額（本来

の家賃額）①」「特定給付費額②」「市町助成額③」「実際に徴収する家賃額（①－②－③）」

を明記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

   【例１】家賃のみの領収書を発行する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和２年５月１０日 

 
領 収 書 

 

 姫路 太郎 様  

  

  ￥３０，０００－   

  
但し、令和２年４月分家賃として 

 
        指定共同生活介護事業者 

   ○ ○ ホ ー ム 

 

 

印 

 

この形式の領収書の場合、利用者が助成

金の申請する場合となります。 

基本は、事業者が代理受領する形であり、

この形式の領収書は代理受領助成金申請

に係る添付資料と認められませんので、

注意してください。 

☛ Point 

 

事業所が助成金を代理受領する場合、利用者から、家賃相当額から特定給付費と助成金を差

し引いた金額を徴収することになります。 

☛ Point 
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   【例２】家賃とそれ以外の費用の領収書を一つで発行する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【例３】事業者が代理受領する場合 
 
    ア）家賃のみを領収する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    イ）家賃とそれ以外の費用の領収書を一つで発行する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和２年５月１０日 

 
領 収 書 

 

 姫路 太郎 様  

  

  ￥６５，０００－   

  
但し、令和２年４月分として 

家賃    ３０，０００円 

光熱水費  １０，０００円 

特定給付費△１０，０００円 

 
        指定共同生活介護事業者 

   ○ ○ ホ ー ム 

 

 

印 

 

この形式の領収書の場合、利用者が助成

金の申請する場合となります。 

基本は、事業者が代理受領する形であり、

この形式の領収書は代理受領助成金申請

に係る添付資料と認められませんので、

注意してください。 

 

☛ Point 

 
令和２年１１月５日 

 
領 収 書 

 

 姫路 太郎 様  

  

  ￥１０，０００－   

  
但し、令和２年１０月分として 

家賃    ３０，０００円 

特定給付費△１０，０００円 

市補助額 △１０，０００円 

        指定共同生活介護事業者 

   ○ ○ ホ ー ム  

 

 

印 

 

 

この形式の領収書の場合、事業者が代理受

領する場合となります。 

この形を基本とします。 

☛ Point 

 
令和２年１１月１０日 

 
領 収 書 

 

 姫路 太郎 様  

  

  ￥４５，０００－   

  
但し、令和２年４月分として 

家賃    ３０，０００円 

特定給付費△１０，０００円 

市補助額 △１０，０００円 

光熱水費  １０，０００円 

食材料費  ２５，０００円 

        指定共同生活介護事業者 

   ○ ○ ホ ー ム  

 

印 

 

 

この形式の領収書の場合、事業者が代理受

領する場合となります。 

この形を基本とします。 

 

☛ Point 
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  （4）受領通知書発行 

    事業者は、代理受領により助成金の交付を受けたときは、交付決定利用者に対し、受領した助

成金の額を通知してください。 

 

   【受領通知書例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３変更申請 

 入居するグループホームもしくは家賃額が変わった際は、変更申請を行う必要があります。 

 

（1） 提出書類 

 グループホーム家賃助成金変更交付申請書（様式第 5 号） 

 契約書（重要事項説明書）等家賃額が分かるもの（家賃額、本人契約記載部分） 

 受給者証事業所記入欄（１０面）の写し（入居するグループホームが変わる場合のみ） 

 申請書を提出する方（窓口へ来られた方）の本人確認書類（障害者手帳、健康保険証等）の写し 

 

（2）制度対象期間 

 実際に変更となった月から適用となります。 

   

  （3）通知書送付 

     申請書審査後、支給の可否通知書を送付します。 

    ※同一事業所内で住居のみ変わり、家賃額に変更がない場合でも申請が必要です。 

 

Ⅲ その他 
（1）退居された場合 

   退居など、何かありましたら「契約内容（障害福祉サービス受給者証記載事項）報告書」に

て提出いただいておりますが、念のため請求書提出時に、メモ書き程度で良いので、付箋など

を付けていただければありがたいです。 

 

（2）途中で生活保護を受けた場合。 

     家賃助成の資格がなくなりますので、間違って請求しないようお願いします。  

日付 

助成対象者名 様 

 

助成金受領通知書 

 

グループホーム・ケアホームに係る家賃補助に関し、あなたに 

代わって姫路市から支払を受けた助成金について、お知らせいた 

します。 

 

￥（助成金額）- 
但し、○○年▲月分助成金として 

指定共同生活介護事業者  □ ■ ホ ー ム    印 
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Ⅳ 申請書記入例 

  ・新規申請 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記入上の注意】 

＜申請者住所＞ 

 住民票上の住所を記入し

てください。 

 

＜申請者氏名＞ 

記名をお願いします。 

 

＜支給決定期間、利用者負

担＞ 

 受給者証に記載されてい

る支給決定期間、利用者負

担上限額を記入してくださ

い。 

 

＜特定障害者特別給付費＞ 

 受給者証に記載されてい

る特定障害者特別給付費の

額を記入してください。 

 

＜事業所名＞ 

 指定を受けている事業所

の名称を記入してくださ

い。 

 

＜住居名＞ 

 複数のホームが一体とし

て指定されている場合に、

実際に居住しているホーム

の名称を記入してくださ

い。 

 

＜入居年月日＞ 

 契約上の入居開始日を記

入してください。 

 

＜家賃＞ 

日額で設定している場合

は、３１日分の額を月額と

して記入し、右横に括弧書

きで「（日額○○円）」と追

記してください。 
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・請求申請 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人受領用の請求書 

【記入上の注意】 

＜家賃額＞ 

 助成額を差し引き

する前の本来の家賃

額を記入してくださ

い。日額や日割計算の

場合、利用した日数に

応じて算出した額を

記入してください。 

 

＜助成上限額＞ 

現在の基準では、上

限額は１５，０００円

です。 

 

＜助成決定額＞ 

 交付決定通知書に

記載された交付決定

額を記入してくださ

い。 

 請求助成額と助成

決定額が異なる場合

は、理由を記入してく

ださい。 

（例１）家賃は日額○

○円で２５日の利用

があったため。 

（例２）利用日数が○

○日であったため、日

割り計算をしたため。 

 

＜振込口座＞ 

 申請者本人の口座

とし、事業者や他者の

口座は認められませ

ん。 

 

＜口座番号＞ 

 口座番号の桁数が

７桁ない場合は、番号

の先頭に「０」を足し

て７桁にしたうえで、

記入してください。 
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代理受領用の請求書 

【記入上の注意】 

＜請求者住所＞ 

 住民票上の住所を記入

してください。 

 

＜請求者氏名＞ 

記名をお願いします。 

 

＜家賃額＞ 

 助成額を差し引きする

前の本来の家賃額を記入

してください。日額や日

割計算の場合、利用した

日数に応じて算出した額

を記入してください。 

 

＜助成上限額＞ 

現在の基準では、上限

額は１５，０００円です。 

 

＜助成決定額＞ 

 交付決定通知書に記載

された交付決定額を記入

してください。 

 請求助成額と助成決定

額が異なる場合は、理由

を記入してください。 

（例１）家賃は日額○○

円で２５日の利用があっ

たため。 

（例２）利用日数が○○

日であったため、日割り

計算をしたため。 

 

＜振込口座＞ 

 事業者の口座とし、利

用者の口座は認められま

せん。 

 法人の口座も可としま

すが、会計上区分できる

口座を記入してくださ

い。 
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  ・変更申請 

 

【記入上の注意】 

＜申請者住所＞ 

 住民票上の住所を

記入してください。 

 

＜申請者氏名＞ 

記名をお願いしま

す。 

 

＜家賃＞ 

 日額で設定してい

る場合は、３１日分の

額を月額として記入

し、右横に括弧書きで

「（日額○○○円」と

追記してください。 

 

＜事業所名＞ 

 指定を受けている

事業所の名称を記入

してください。 

 

＜住居名＞ 

 複数のホームが一

体として指定されて

いる場合に、実際に居

住しているホームの

名称を記入してくだ

さい。 

 

＜変更年月日＞ 

 契約上の変更後の

家賃額あるいは入居

開始日の年月日を記

入してください。 

 


